
                             令和８年（2026 年）３月２７日 

生活保護法指定医療機関 各位 

                                   姫路市生活援護室 

【重要必読】診療報酬の請求事務について 

１ 医療券が発行されていない診療月のレセプト請求は、連絡無しで返戻となります。 

⑴ 診療月ごとに医療券情報を必ず確認してください。 

⑵ 医療扶助のオンライン資格確認を導入済の指定医療機関の方は、オンライン資格確認等シス

テムにログインし、「委託先資格情報による一括取得」を行ってください。生活保護受給開始

直後の方など、一部の被保護者の医療券情報はオンラインでは確認ができませんので、例外的

に紙で医療券を発送しています。 

⑶ 「委託先資格情報による一括取得」に関する操作方法は、オンライン資格確認等システムの

ベンダーまたはオンライン資格確認等コールセンター（電話番号：0800-080-4583）へ問い合

わせてください。 

⑷ 紙またはオンライン資格確認のどちらでも医療券情報が確認できない場合は、生活援護室に

医療券の発行依頼をしてください。 

⑸ 医療券の発行をＦＡＸで依頼する場合は、「医療機関コード」を始めとする医療機関情報、

「患者氏名」、「生年月日」、「依頼月の最初の受診日」、「社会保険の有無」、「他法」及び介護

券を必要とする場合は「備考」欄への記載を必ず行ってください。漏れや誤りがある場合

は、医療券を発行できません。 

⑹ 医療要否意見書について、未返送の場合や不備があり継続認定ができない場合は医療券を

発行できません。 

２ 電話やＦＡＸで受給者番号をお伝えすることはできません。受給者番号は変更になる場合が

ありますので、診療月ごとに医療券情報をご確認ください。受給者番号に誤りがあるレセプト

請求は、返戻となります。 

３ 医療券の「本人支払額」欄をご確認ください。 

⑴ 通常、保護受給者の医療機関での窓口負担はありませんが、「本人支払額」が発生している

保護受給者は診療報酬の全部または一部を窓口で負担金として支払うことになっています。 

⑵ 金額は医療券の本人支払額欄に記載しています。毎月、オンライン資格確認または紙の医

療券で確認してください。本人支払額が０円の場合は、紙の医療券では「＊＊＊円」と記載

されています。 

⑶ 本人支払額は月途中に変更が生じることがあります。 

⑷ 「月の診療報酬の全部または一部が本人支払額を下回る」「受診がない」など、本人支払額

を全額領収できない場合は生活援護室の担当ケースワーカーまでご連絡ください。 

【裏面に「令和８年度 医療券発行スケジュール」を記載していますので、ご確認ください。】 



令和８年度(2026 年度) 医療券・調剤券発行スケジュール 

 

 

・ 「委託先資格情報による一括取得」では、データ連携日翌開庁日以降を目途に順次閲覧

可能になります。 

・ ご依頼されたすべての医療券等を次回発行日までに発行することを確約するものでは

ありません。医療券等の発行依頼は目安として、次回発行日の２日前までに行ってくだ

さい。 

・ 令和９年１月以降のスケジュールは、秋頃に改めて本市ウェブサイトでお知らせします。 

 

 

連絡先 

姫路市 生活援護室 医療担当 

〒670-8501 姫路市安田四丁目１番地 

TEL:079-221-2100(直通) 

FAX:079-221-2429 

４月 ３日 ８日 １６日 ４月 ２３日

５月 １日 １３日 ２２日 ５月 ２８日

６月 ３日 ８日 １６日 ６月 ２６日

７月 ３日 ８日 １７日 ２３日 ７月 ２９日

８月 ４日 ７日 １４日 ２０日 ８月 ２８日

９月 ４日 ８日 １８日 ９月 ２８日

１０月 ２日 ８日 １６日 ２２日 １０月 ２８日

１１月 ６日 １１日 １７日 　 １１月 ２７日

１２月 ３日 ８日 １８日 １２月 ２３日

随時発行日

当月以前診療分の医療券等の発行処理をします。当日
中に発送処理及びデータ連携も行います。

翌月以前診療分の医療券等の発行
処理をします。翌々開庁日に発送
処理及びデータ連携を行います。

一括発行日


